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〔 告 示 〕

〇 日 本 国 に 帰 化 を 許 可 す る 件

（ 法 務 五 〇 ）

〇 寄 附 金 控 除 の 対 象 と な る 寄 附 金 又 は

法 人 の 各 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の 計

算 上 損 金 の 額 に 算 入 す る 寄 附 金 を 指

定 す る 件 の 一 部 を 改 正 す る 件

（ 財 務 五 六 ）

〇 種 苗 法 第 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 十 一

条 の 二 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 品 種 登

録 及 び 届 出 に 係 る 事 項 を 公 示 す る 件

（ 農 林 水 産 三 八 一 ）

〇 保 安 林 の 指 定 施 業 要 件 を 変 更 す る 件

（ 同 三 八 二 〜 三 八 七 ）

〇 種 苗 法 第 四 十 九 条 第 一 項 第 四 号 の 規

定 に 基 づ き 品 種 登 録 を 取 り 消 し た 件

（ 同 三 八 八 〜 三 九 一 ）

〇 道 路 に 関 す る 件

（ 東 北 地 方 整 備 局 二 〇 ）

〔 国 会 事 項 〕

〔 人 事 異 動 〕

内 閣 人 事 院

〔 皇 室 事 項 〕

〔 官 庁 報 告 〕

官 庁 事 項

キ ャ ン プ 瑞 慶 覧 の 一 部 土 地 に 関 す る 裁

決 の 申 請 等 に 関 す る 公 告 （ 防 衛 省 ）

普 天 間 飛 行 場 の 一 部 土 地 に 関 す る 裁 決

の 申 請 等 に 関 す る 公 告 （ 同 ）

牧 港 補 給 地 区 の 一 部 土 地 に 関 す る 裁 決

の 申 請 等 に 関 す る 公 告 （ 同 ）

〔 公 告 〕

諸 事 項

官 庁
財 団 関 係

裁 判 所
相 続 、 公 示 催 告 、 失 踪 、 除 権 決 定 、

破 産 、 再 生 関 係

会 社 そ の 他
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